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伊方原発再稼働容認の知事発言を再考し、国、愛媛県、四国電力に対し、伊方原発

再稼働を行わないことを求める高知県としての行動について

請願の趣旨及び理由

１.請願の趣旨
伊方原発から２５０㎞圏内に県土のすべてが位置する高知県民は、伊方原発再稼働

問題の当事者であるというべきであり、愛媛県中村知事の再稼働容認が表明され、伊方

原発３号機の再稼働が来春とも取りざたされる中で、必要性も正当性もない原発再稼働

を認めず、これを行わせないための行動が必要です。



２.請願の理由
①  下記に述べるように、原発による発電なしに、十分に電力は足りており、尾﨑知事

が再稼働容認理由として述べた「電力の安定供給のためやむを得ない」という見解

は誤認があること。

②  また、伊方原発の安全性についても、それが確保されたとは言えないのであり、知

事の見解には誤認があること。

③ 上記①，②の具体的内容

ア．福島原発事故後、四国では、原発なしで電力供給に支障が出たことは一度も 

ない。過去 10 年間においても、原発以外の発電施設による電力供給で、電力需
要は充分まかなえている。四国電力は、｢発電能力が、老朽化施設を除くと６０８・

５万 kw しかなく、余裕電力３％を確保できない｣と説明しているが、そもそも、日本
全体の電力需要が低下している上に、福島原発事故後、企業は自己発電能力

を強化しており、現在では、余裕電力３％は優に確保できる状態にある。それでも、

電力需要に不安があるとするのであれば、原発を再稼働するのではなく、より安価

で安全なガスコンバインド発電に切り替えればよい。

イ．現在は、原発の稼働を前提とするため、原発の維持費用と、安全対策費用が必

要となっている。（毎年の維持費１・２兆円、原発の安全対策費２・２兆円、核燃料

サイクル積立金など 10・２兆円）全原発の廃炉を決定し、これらの費用を取りやめ
れば、コストは当然下がる。四国電力の一昨年 2 月の「電気料金値上げ申請説
明資料」には、少なく見積もって、８９８億円の原発費用が見込まれており、原価

不足額とした６２５億円を上回っている。

ウ． 原子力規制委員会の｢適合｣判断には、IAEA の「５層防護」の考え方が反映さ
れていないのであり、安全性が立証されたとは考えられない。加えて、規制委員

会田中委員長自身が、「安全審査ではなく、基準の適合性を審査したということ。

基準の適合性は見ていますけれども、安全だということは私は申し上げません」と

述べているように、審査合格をもって、安全が確保されたとは言えない。

エ．原発から生まれる高レベル廃棄物の処理方法は、いまだ確立されておらず、現

実的に地層処分なども全く見通しが立っていない。すでに全国では、１．７万ｔの

使用済み核燃料が原発の燃料プールにため続けられており、その処理方法はい

まだ定まっていない。伊方原発の燃料プールの保管可能量はあと８年分であり、

これ以上使用済み核燃料を増やすべきではない。

さらに、ＭＯＸ燃料は、地層処分ができる表面温度１００度に冷えるまで、５００

年かかる。（核燃料サイクル開発機構・2004 年度契約業務報告書「プルトニウム
利用に関する海外動向の調査（04）」）その間、伊方原発の燃料プールで保管す
ることは不可能である。

オ．以上のことから、四国電力は、地球環境はおろか地球に住むすべての生命に多

大な危険性を及ぼすと同時に、高知県にとっても事故によるリスクは計り知れない

ものがあり、原発稼働を一刻も早く断念し、自然エネルギー発電に方向転換すべ

きである。自然エネルギー発電の安定性を疑問視するのであれば、当面する原発

代替発電システムとして、より安価で安全なガスコンバインド発電を推進すべきで

ある。

請願の項目

 本年１０月２６日に尾﨑知事が述べた伊方原発３号機の再稼働容認発言を再考し、

高知県として、同機の再稼働を行わないことを国、四国電力に求める行動をとること。

また、同様の行動をとることを愛媛県に働きかけること。


